
 

厚生労働省は、毎年 11 月

を「労働時間適正化キャンペ

ーン」期間とし、長時間労働

やこれに伴う問題の解消を図

るため重点的に取り組むこと

にしています。重点的に取り

組む事項として、(1) 時間外

労働協定の適正化などによる

時間外・休日労働の削減、

(2) 長時間労働者への医師に

よる面接指導など、労働者の

健康管理に係る措置の徹底、

(3)労働時間の適正な把握の

徹底が挙げられています。 

例年、この時期の労働基準

監督署の調査が増えるととも

に、今年度は、労働者等から

の職場の労働時間に関する情

報提供を「労働基準関係情報

メール窓口」で受け付けるこ

とにしています。 

 

 

 労務に関するトラブルの根

底には、「労働時間管理」が

徹底されていないことが原因

となっていることが少なから

ずあります。過重労働を原因

とする健康障害やメンタル不

全の問題、管理監督者の問題、

賃金不払残業の問題など多く

の問題が「労働時間管理」の

不徹底が原因となっています。 

今や「労働時間管理」は、

適正に労働時間を把握するだ

けにとどまらず、いかに効率

的に業務を行い「総労働時間」

を抑えていくかが求められて

います。 

『快適な職場環境』の提供

が事業主の責務であり、『良

質な労働』の提供が労働者の

責務であります。この『御恩』

と『奉公』のバランスを上手

に取ることが『企業業績の向

上』には必須となります。こ

の『快適な職場環境』の一つ

が適正な「労働時間管理」の

実施と言えます。 

仕事がスタートした時点で

ストップウォッチを ON して、

仕事が終わった時点でストッ

プウォッチを OFF にした際

に表示されている時間が「労

働時間」です。このストップ

ウォッチを ON、OFF するタ

イミングを明確にする必要が

あります。会社に入ったとき

に ON ではなく、仕事を始め

るときが ON であり、帰ると

きに OFF ではなく、仕事が

終わった時間が OFF のタイ

ミングなのです。また、始業

時刻の前(早出)、や終業時刻

の後(残業)については、事業

主の指示命令に従って労働義

務が発生するものです。自己

申告等の場合に、事業主の管

理が行き届かないと不要な時

間外労働が増加することにも

なりかねませんので一定のル

ールが必要となります。 

 

 

 

埼玉県にある大手光学機器

メーカーの工場に派遣されて

いた当時 23 歳男性が、過労 

 

が原因でうつ病となり自殺し

たのは、派遣元と派遣先双方

の責任であるとして遺族が損
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害賠償を求めた訴訟で、 高

裁第二小法廷は、9 月 30 日

両社の上告を退ける決定をし

ました。これにより、二審判

決の総額約 7,000 万円の支払

が確定しました。 

男性は窓や休憩スペースの

ない部屋で製品検査業務を担

当していましたが、15 日連

続業務や夜勤での時間外労働

等で過労となり、派遣元会社

に退職を申し入れていました

が認められませんでした、こ

のことにより、二審では、自

殺は『過労によるうつ病』が

原因であるとし、派遣元と派

遣先双方に注意義務違反があ

ったと認めていました。

 

Q 振替休日の場合にも割増

賃金を支払う必要があるの？ 

振替休日とは、あらかじめ

定められた休日と労働日を入

れ替える制度です。振替休日

を実施すると、当初の休日は

労働日に、当初の労働日は、

休日に変更されることになる

ため、当初の休日に労働して

も休日労働になりません。よ

って、休日労働に対する割増

賃金の支払義務は発生しない

のです。 

しかし、振替休日の実施に

より当該週の労働時間が 40
時間を超えた場合は、時間外

労働の割増賃金の支払義務が

発生します。例えば、所定休

日が土日、1 日の所定労働時

間８H の会社において、日曜

日の休日を同一週の水曜日に

振替をした場合、日曜日が労

働日、水曜日が休日となり、

この週の労働時間は、日、月、

火、木、金の 5 日労働の１日

８H×5 日＝40 時間となり、

時間外労働の割増賃金の支払

は必要ありません。しかし、

振替休日を翌週の水曜日にす

ると、当該週の労働日は、日、

月、火、水、木、金の 6 日労

働の８H×6 日＝48 時間とな

り、法定労働時間である 1 週

40 時間を超えた 8 時間分に

ついては、時間外労働として

割増賃金を支払わなければな

りません。 

 なお、休日労働を行った後

に、代償措置としてその後の

特定日の労働義務を免除する

いわゆる「代休」と「振替休

日」は似て非なるものとなり

ます。つまり、代休の場合は、

代休を取得させても、休日労

働の事実は消滅しないのです。 

また、代休取得日の賃金支

払いについては、一般的には

ノーワークノーペイの原則に

より、賃金を差し引くという

運用が行われています。この

場合、休日出勤をした日に対

して、割増賃金を支払い、後

日、代休を取得した際に、そ

の分の賃金を差し引くことに

なります。代休取得日が給与

締切日をまたいだ場合は、代

休取得した月の賃金額は、所

定の額から控除されることに

なるため、労働者へのルール

の周知説明が必要でしょう。

なお、代休取得前に賃金を相

殺することは、賃金の全額払

いの原則に違反することとな

り、労基法違反となります。 

 

 おかげさまで、「いいの事

務所」を開業して 1 周年とな

りました。まずは、順調にス

タートできたと思っておりま

す。これも皆様方のおかげで

す。ありがとうございます。 

そこで 1 周年企画として、

「就業規則診断サービス」及

び「労務管理勉強会、セミナ

ーの開催」を 20,000 円にて

お受けいたします。労務トラ

ブルを未然に防ぐには、就業

規則の整備と労務管理のポイ

ントの理解が重要です。ぜひ

ご相談ください。 

☆Facebook を開設しました☆

http://www.facebook.com/sr.iino 
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